
令和５年度 “あい”で見守る！あんしんネット構築事業実施要項

秋田県教育委員会

１ 趣 旨

子どもたちをネット上の有害情報やＳＮＳ等によるトラブルから守り、子どもたちがインターネッ

トを健全に利用できるよう、人工知能（ＡＩ）等を活用し、安全・安心な利用環境を整え、社会全体の情

報モラルの向上を目指す。

２ 実施主体

秋田県教育委員会（事務局：生涯学習課）

３ 実施期間

令和５年４月１日（土）から令和６年３月31日（日）

４ 取組の対象

保護者、地域住民、教職員、各ＰＴＡ団体、社会教育関係団体、市町村家庭教育関係職員

５ 取組の内容
（１）健全利用啓発事業

①教職員を対象としたオンライン研修（年３回）

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、特別支援学校の教職員を対象に実施する。

秋田県の児童生徒のネット利用の現状や学校側が配慮すべき点、健全利用に向けた啓発のポイン

ト等を学ぶ。

②事業担当者を対象としたオンライン研修（年２回）

県庁出前講座及び低年齢化対応講座の担当者を対象に実施する。

インターネットに関する最新の情報や啓発講座を実施する際のポイントについて学んだり、講座

を実施する際の課題について担当者間で協議したりする。

③低年齢化対応講座（通年）

未就学児の保護者、幼稚園・保育所・認定こども園の教職員を対象に実施する。

未就学児のネット利用の現状や、心身の発達過程にある子どもたちがネット機器と接する際に保

護者や教職員が配慮すべき点などについて学ぶ。

④あきた県庁出前講座（通年）

保護者や地域住民、教職員等の要請に応じて実施する。

県内の児童生徒のインターネット等の利用状況や、子どもたちの健全なインターネット利用を

支えるために知っておくべきことなどについて学ぶ。

（２）ネットパトロール事業

①ネットパトロール事業に係る検討会議の開催（年２回）

パトロール委託業者担当者とパトロール関係各課担当者が、ネットパトロールのよりよい在り

方について協議する。

②ネットパトロールの実施（通年）

県内の児童生徒によるインターネット上での利用行動を調査（ネットパトロール）し、検知し

た不適切な投稿について緊急性や危険性に応じて削除支援等を行う。

調査結果から児童生徒の最新の利用行動を把握し、事業方策や出前講座の内容を見直すことで、

事業全体の実効性向上に役立てる。

６ その他留意事項
・取組の詳細については、別途定める。

・本事業の推進に当たり、関係機関・団体、関連事業等と積極的な連携に努める。


